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平成２１年度の普通交付税が、７月２８日に決定された。

普通交付税は、地方交付税法第１０条第３項の規定

により、遅くとも毎年８月末日までに決定すること

とされており、平成１９年度までは地方交付税法等の

一部を改正する法律が年度内成立していたため、１４年

連続で７月中に決定されてきた。しかし、平成２０年

度は道路特定財源の暫定税率延長問題の影響を受け、

同法案の成立が年度を越えて４月３０日に公布施行さ

れたことから、８月中の決定となった。今年度は同

法案が再び３月中に成立したことを受け、７月中の

決定となった。

＜全国の状況＞

今年度の普通交付税の総額は１４兆８,７１０億円で、う

ち市町村分が６兆８,０８７億円、道府県分が８兆６２３億

円であり、昨年度と比較すると、３,８９４億円、２.７％

の増（市町村分３,２９２億円・５.１％の増、道府県分

６０２億円・０.８％の増）となっている。

なお、平成１３年度から、財源不足額の補てん措置

として、従来の交付税特別会計の借入金方式に替え

て臨時財政対策債を発行することとされており、基

準財政需要額の一部が臨時財政対策債に振り替えら

れているが、今年度はその金額が５兆１,４８６億円と昨

年度と比べ８１.７％の増となっている。

したがって、地方交付税総額（特別交付税を含む）

１５兆８,２０２億円と臨時財政対策債総額５兆１,４８６億円

を合算した実質的な交付税額は２０兆９,６８８億円で、昨

年度に比べ１５.０％の増となっている。

基準財政需要額（市町村分については、一般算定

と合併算定替分を単純に合算したものによる。以下、

基準財政収入額についても同じ。）では、「包括算定

経費」は、市町村分が３兆２,０５９億円、道府県分が１

兆５,１４２億円で、昨年度と比較して市町村分が２.８％

の減、道府県分が３.３％の減となっている。また、

「個別算定経費」は、市町村分が１７兆８,４６０億円、道

府県分が１７兆９,３６７億円で、昨年度と比較して市町村

分が０.９％の増、道府県分が０.１％の増となっている。

この増要因としては、地域雇用創出推進費の皆増、

医師確保対策・救急医療等の充実による増、後期高

齢者医療給付費負担金の増に伴う高齢者保健福祉費

（７５歳以上人口）の増等がある。市町村分について

は、これに加えて、生活保護費の増や妊婦健診費用

助成の充実などが挙げられる。一方、減要因として

は、給与費の減、投資的経費の減、事業費補正の減

等がある。

公債費については、市町村分が２兆８,１７５億円で昨

年度比３.２％の増、道府県分が２兆９,１００億円で０.１％

の減となっている。

今年度創設された地域雇用創出推進費は、道府県

分・市町村分の近年の基準財政需要額がほぼ同額で

あることや、過去５年間の決算統計における労働費

が道府県分及び市町村分ともにほぼ同額であったこ

と等を踏まえ、道府県分・市町村分ともに２,５００億

円ずつとなっている（地域雇用創出推進費の詳細に

ついては後述）。

また、臨時財政対策債振替額は、市町村分が１兆

９,１３２億円で５５.３％の増、道府県分が３兆２,３５５億円

で１０２.０％の増となっている。今年度においては、財

源不足の大幅な拡大に対応するため、既往の臨時財

政対策債、元利償還等に係る臨時財政対策債の発行

に加えて、更に生じている財源不足を国と地方が折

半して補てんすることとし、地方負担分については

臨時財政対策債の発行により対応することとなった

こと等によるものである。その結果、臨時財政対策

債振替後の基準財政需要額は、市町村分が２２兆４,５７６

億円で１.２％の減、道府県分が１９兆５,２５８億円で６.８％

の減となっている。

基準財政収入額では、市町村分が１６兆９,０２８億円で

４.６％の減、道府県分が１１兆７,１２４億円で１５.５％の減

となっている。これは、法人税割や法人事業税とい

った法人関係税の減によるものである。

その結果、交付基準額は、市町村分で昨年度比５.２％

増の６兆８,２４４億円、道府県分で０.９％増の８兆７８３

億円となっている。また、今年度の道府県分と市町村

分の配分割合は、道府県分５４.２％、市町村分４５.８％

となり、昨年度に比べて市町村分に１.１ポイントシフ

トした。（第１表）

不交付団体の数は、都道府県は東京都のみ、市町

村では１５１団体で、市町村については交付から不交

Ⅰ 決定の概要
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付になったものが１団体（泉佐野市）、不交付から交

付となったものは２６団体である。昨年度の不交付団

体のうち１団体が他市に編入合併したため、結果２６

団体減少したことになる。

調整率については、０.０００８９９３０２と決定され、そ

の影響額は３１７億７７百万円となった。（第２表）

なお、府内市町村（大阪市・堺市含む。以下同じ。）

の影響額は１１億８３百万円であった。

＜府内の状況＞

府内市町村の決定総額は２,０３７億２３百万円で、昨年

度（再算定後）と比べると２７０億４２百万円、１５.３％増

となった。

不交付団体数は、１団体（泉佐野市）増えて６団

体となった（茨木市は財源不足団体であるが、調整

率を乗じた結果、不交付団体となったものである）。

また、茨木市を除く不交付団体の財源超過額は、７８

億６３百万円であり、昨年度の不交付団体の財源超過

額と比べて３９億７１百万円、３３.６％の減となった。

（第３表・第４表）

基準財政需要額については、生活保護費や、妊婦

健診の拡大等による保健衛生費の増もあり、個別算

定経費は昨年度比で０.１％の増（全国市町村は０.９％

の増）となったが、包括算定経費は昨年度比で３.３％

の減（全国市町村は２.８％の減）となっている。

公債費については、「臨時財政対策債償還費」、「減

税補てん債償還費」などが増加したことにより２.０％

の増となった（全国市町村は３.２％の増）。

この結果、基準財政需要額は、臨時財政対策債振

替前比較で０.６％増（全国市町村は１.７％増）、振替

後で２.２％の減となった（全国市町村は１.２％の減）。

一方、基準財政収入額については、減収補てん特

例交付金（自動車取得税交付金分）の算入や地方消

費税交付金による増があったものの、法人税割の大

幅な減に伴って、総額では５.０％の減となっている

（全国市町村は４.６％の減）。全国市町村に比べて府内

市町村の減が大きくなったのは、法人税割の基準財

政収入額に占める割合が全国より比較的高いことが

大きく影響したものである。

平成２１年度の地方財政は、地方税収入や地方交付

税の原資となる国税収入が急激に落ち込むとともに、

社会保障関係経費の自然増や公債費が高水準で推移

すること等により、財源不足が大幅に拡大するもの

と見込まれた。このように非常に厳しい地方財政の

状況の中で、安定的な財政運営に必要な地方交付税

及び一般財源の総額を確保することを基本として、

「基本方針２００６」等に沿って、国の歳出予算と歩を

一にして、定員の純減や給与構造改革等による給与

関係経費の抑制や地方単独事業費の抑制を図ること

とする一方、極めて厳しい財政運営を強いられてい

る地方の切実な声を踏まえた地方交付税の増額と、

地方６団体の要望を踏まえた地方財政計画の歳入歳

出の適切な積み上げに取り組むこととし、「生活防衛

Ⅱ 地方財政対策

第２表　平成２１年度調整率算出基礎

第１表　道府県分と市町村分の配分割合の推移
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のための緊急対策」を踏まえ、雇用創出等のため地

方交付税を１兆円増額するとともに、地方財政計画

の歳出を増額することとされた。その概要は次のと

おりである。

まず、「生活防衛のための緊急対策」に基づき、既

定の加算とは別枠で地方交付税が１兆円増額される

とともに、地方財政計画の歳出に、特別枠として

「地域雇用創出推進費」が創設されるなど、地方公共

団体が雇用創出等を図るとともに「生活者の暮らし

の安心」や「地方の底力の発揮」に向けた事業を実

施するために必要な経費として１兆円が追加計上さ

れた。

また、平成１９年度に講じられた平成２１年度までの

制度改正に基づき、財源不足のうち建設地方債（財

源対策債）の増発等を除いた残余については国と地

方が折半して補てんすることとされた。このうち国

64 自治大阪 ／ 2010 － 2

第３表　算定結果の概要

第４表　不交付団体数の推移（当初算定ベース）
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負担分については、国の一般会計から交付税特別会

計への繰入による加算（臨時財政対策加算）等によ

り、地方負担分については、「地方財政法」（昭和２３

年法律第１０９号）第５条の特例となる地方債（臨時財

政対策債）により補てん措置を講じるとともに、臨

時財政対策債の元利償還金相当額については、その

全額を後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入

することとされた。

以下、個々の項目について具体的に説明する。

（第５表）

① 「生活防衛のための緊急対策」に基づく地方交

付税の「１兆円」増額

地方財政計画の特別枠である「地域雇用創出推進

費」は、５,０００億円を計上することとされ、地域の実

情に応じて雇用の創出を推進できるよう、地方交付

税の算定を通じて雇用情勢や経済・財政状況の厳し

い地域に重点的に配分することとされた。

また、地方財源を充実するため、以下のとおり地

方財政計画の歳入歳出の見直しが行われた。

（１）「地域の元気回復」に向けて地方が自主的・

主体的に取り組む地域活性化のための財源を

確保 １,５００億円程度

（２）小児・産科医療をはじめ地域医療の中核と

なる公立病院に対する財政措置の充実など医

療・少子化対策の充実 １,５００億円程度

（３）最近の金融情勢を踏まえた地方財政計画上

の公債費の償還期限の見直し

２,０００億円程度
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第５表　平成２１年度地方財政対策の概要
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②　財源不足とその補てん措置

平成２１年度における財源不足は１０兆４,６６４億円とな

り、平成２０年度の５兆２,４７６億円からほぼ倍増するこ

ととなった。これに対する補てん措置として、建設

地方債（財源対策債）の増発により１兆２,９００億円を、

一般会計からの加算額（既往法定分）の交付税特別

会計への繰り入れにより７,２３１億円を、平成１９年度分

国税決算精算分の後年度への繰り延べにより４,９９４億

円を、自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付

金の減収を補てんするための減収補てん特例交付金

により５００億円を、それぞれ補てんすることとした上

で、これらを除く７兆９,０３９億円から地方が負担する

臨時財政対策債の元利償還等に係る臨時財政対策債

の発行額２兆３,９３３億円を差し引いた５兆５,１０６億円

について、国と地方が折半してそれぞれ補てん措置

を講じることとされた。

地方交付税法附則第３条には、「政府は、地方財政

の状況等にかんがみ、当分の間、第６条第２項の規

定により算定した交付税の総額について、法律の定

めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に

資するため必要な特例措置を講ずること」と定めら

れている。この規定に基づき、地方交付税法等改正

法による改正後の地方交付税法附則第４条において特

例が講じられ、必要額が確保された。平成２１年度分の

地方交付税総額の算定基礎は第６表のとおりである。

一般会計から繰り入れられる地方交付税の額（入

口ベ－ス）は、次の①～⑥により １６兆１,１１３億円

となっている。

この一般会計からの繰入額（入口ベ－ス）に次の

⑦～⑧の額を加算、控除した額 １５兆８,２０２億円

（対前年度当初４,１４１億円、２.７％増）が交付税特別会

計における地方交付税総額（出口ベ－ス）となってお

り、このうち普通交付税は１４兆８,７１０億円（同３,８９４億

円、２.７％増）、特別交付税は９,４９３億円（同２４８億

円、２.７％増）となっている。

① 所得税及び酒税の収入見込額１６兆９,９２０億円の

３２％に相当する額５兆４,３７４億円、法人税の収入

見込額１０兆５,４４０億円の３４％に相当する額３兆５,８５０

億円、消費税の収入見込額１０兆１,３００億円の２９.５％

に相当する額２兆９,８８４億円並びに国たばこ税の収

入見込額８,４３０億円の２５％に相当する額２,１０８億円

の合計額 １２兆２,２１５億円

② 平成１８年度の国税決算に伴う精算額のうち平成

２１年度に精算する額 △３,０１６億円

③ 平成９年度及び平成１０年度に係る精算額のうち

平成２１年度に精算すべき額 △８７０億円

④ 国の一般会計における加算額（既往法定分）

７,２３１億円

⑤ 財源不足に対応して折半ルールに基づき国の負

担分として加算する臨時財政対策加算

２兆５,５５３億円

⑥「生活防衛のための緊急対策」に基づく加算

１兆円

⑦ 交付税特別会計借入金等に係る利子支払のため

の控除額 △５,７１１億円

⑧　剰余金の活用等 ２,８０１億円

また、次の（１）から（４）までの合計額２,４７２億

円については、平成２７年度以降の地方交付税の総額

に加算することとし、その旨法律に定めることとさ

れた。

（１）平成４年度までの投資的経費に係る国庫補

助負担率の引下げ措置に伴い一般会計から交

付税特別会計に繰り入れることとしていた額

等 ２,２１９億円

（２）平成５年度の投資的経費に係る国庫補助負

担率の見直しに関し、一般会計から交付税特

別会計に繰り入れることとしていた額

１４億円

（３）平成９年度の地方消費税の未平年度化の影

響に関し、一般会計から交付税特別会計に繰

り入れることとしていた額 ４５億円

（４）昭和６１年度、平成４年度から平成８年度ま

での間及び平成１０年度における交付税特別会

計借入金に関し、一般会計から交付税特別会

計に繰り入れることとしていた利子相当額

１９４億円

Ⅲ 平成２１年度地方交付税総額
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１　基準財政需要額

（１）費目及び測定単位に関する事項

①　地域雇用創出推進費の創設

「生活防衛のための緊急対策」に基づき、地方

が雇用創出等を図ることができるよう、既定の加

算とは別枠で増額された地方交付税１兆円のうち、

５,０００億円については財政投融資特別会計の金利変

動準備金を活用して「地域雇用創出推進費」とし

て地方財政計画の歳出に特別枠で創設された。こ

れを受けて、地方交付税の基準財政需要額に同額

の５,０００億円程度が計上され、独立した費目とし

て「地域雇用創出推進費」が設けられた。

「地域雇用創出推進費」は、現下の厳しい雇用

情勢に鑑み、雇用創出につながる地域の実情に応

じた事業を実施できるよう、雇用情勢や経済・財

政状況の厳しい地域に重点的に算定することとさ

れた。

算定額については、道府県分及び市町村分の近

年の基準財政需要額がほぼ同額であることや、過

去５年間の決算統計における労働費が道府県分及

び市町村分ともにほぼ同額であったこと等を踏ま

え、道府県分・市町村分ともに２,５００億円程度と

された。

測定単位は「人口」とされ、人口規模のコスト

差を反映するほか、歳入合計に占める自主財源の

割合の低さ、納税者１人あたり課税対象所得の低

さ及び第一次産業就業者比率の高さにより割り増

す補正が適用された。

②　その他

ア　公立病院に対する交付税措置の充実

公立病院については、経営状況が厳しい実

態や「公立病院に関する財政措置のあり方等

検討会報告書」（平成２０年１１月）を踏まえ、医

師確保対策等の必要性に鑑み、１病床あたり

の単価が５９４千円（前年度比２３％増）に増額

された。

また、救急告示病院について、平成２０年度

まで特別交付税により措置が講じられてきた

が、救急医療を行っている地方公共団体が多

く（偏在性が少なく）全国措置額も大きいこ

とから、平成２１年度から普通交付税により措

置が講じられることとなった。

イ　妊婦健診に対する交付税措置の充実

妊婦が費用の心配をせず、受診が望ましい

とされる全１４回の健診を受けられるよう、従

前から地方交付税により措置されていた５回

分の公費負担に要する経費に加え、残り９回

分について、必要な経費の２分の１を国庫補

助により都道府県に造成する基金で措置し、

２分の１について地方交付税措置が講じられ

た。

（２）単位費用に関する事項

今年度の単位費用は第７表のとおりである。

①　主要な改正点

平成２１年度の単位費用については、平成２０年度

と比べてプラスになっている費目とマイナスにな

っている費目がある。これは、既存の加算とは別

枠の交付税１兆円増額等によるプラス要因がある

一方、給与構造改革等に基づく給与単価の減、「基

本方針２００６」における定員純減目標も踏まえた地

方公務員の定員純減の反映等によるマイナス要因

もあることを反映したものである。なお、ア～セ

は個別算定経費に係るもの、ソは包括算定経費に

係るものである。

ア 「消防費」については、地方財政計画にお

いて消防職員の規模是正が行われたことに伴

い、消防吏員が増員された。また、立入検査

業務など予防査察の強化、市民からの救急相

談に対応する職員の配置など救急の充実、更

には地域防災リーダーの育成や救助資機材搭

載型車両の整備による消防団活動の充実が図

られたことに伴い、単位費用は３.８％の増とな

った。

イ 「道路橋りょう費（道路の面積）」について

は、維持補修費の充実という増加要素があっ

たものの、給与費の減により０.４％の減となっ

た。

また、「道路橋りょう費（道路の延長）」に

Ⅳ 算定方法の主な改正点
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ついては、国の予算や地方財政計画における

投資的経費の縮減を反映して、３.８％の減と

なった。

ウ 「港湾費（係留施設の延長）（港湾）」につ

いては、「道路橋りょう費（道路の延長）」と

同じく投資的経費の縮減を反映するとともに、

職員数の見直しにより６.５％の減となった。

エ 「都市計画費」については、職員数の見直

しにより３.６％の減となった。

オ 「小学校費（児童数）」及び「中学校費（生

徒数）」については、学校安全対策経費の充実

により、それぞれ３.８％、４.９％の増となった。

また、「小学校費（学級数）」及び「中学校

費（学級数）」については、維持補修費の充実

により、それぞれ１.２％、４.９％の増となった。

カ 「その他の教育費（幼稚園の幼児数）」につ

いては、特別支援教育支援員の配置や学校安

全対策経費の充実により２.４％の増となった。

キ 「生活保護費」については、扶助費の増や

ケースワーカーの２名増により、５.４％の増

となった。

ク 「社会福祉費」については、保育所運営費

や地域子育て事業、障害者自立支援給付費負

担金の増により１.３％の増となった。

ケ 「保健衛生費」については、妊婦健診助成

費用の見直しや医師確保対策・救急医療等の

充実により９.９％の増となった。

コ 「農業行政費」については、単独事業費の

増により、３.４％の増となった。

サ 「林野水産行政費」については、単独事業

費の増や公有林の間伐等に係る管理経費の充

実に伴い、３.３％の増となった。

シ 「商工行政費」については、中小企業金融

支援対策の充実により、９.９％の増となった。

ス 「徴税費」については、個人住民税の公的

年金からの特別徴収のためのシステム改修事

業が見直されたことにより、２.７％の減とな

った。

セ 「戸籍住民基本台帳費（戸籍数）」について

は、戸籍事務電算化費の減に伴い１.９％の減と

なった。

ソ 「包括算定経費（人口）」については、国の

予算や地方財政計画における投資的経費の縮

減や農山漁村地域活性化事業費の一部が「包

括算定経費（面積）」へ移行されたことを反映

して３.４％の減となった。

また、「包括算定経費（面積）」については、

単独事業の増や農山漁村地域活性化事業費の

一部の維持管理費の「包括算定経費（人口）」

からの移行を踏まえ、１.８％の増となった。

②　給与改善費及び追加財政需要額

給与改善費については、平成２１年度の国の予算

において計上しないこととされたことを踏まえ、

地方財政計画においても計上されなかったことか

ら、基準財政需要額に算入しないこととされた

（平成１５年度から同様の措置）。

追加財政需要額については、年度途中における

予測しがたい財政需要に備えるため、地方財政計

画に昨年度と同額の５,７００億円が計上された。平

成２１年度においては、地方財政計画計上額のうち

災害分を除くものの概ね２分の１程度が包括算定

経費に算入されている（平成１９年度から同様の措

置）。

（３）補正に関する事項

今年度の補正に関する主な改正点は、以下のとお

りである。
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①　態容補正

ア　普通態容補正

ｉ）共通係数

普通態容補正に用いられている共通係数は、

各費目に共通する「行政の一般的質量の差」を

反映させるもので、その基礎に給与差を用いて

いる。

給与構造改革により、民間賃金の地域格差が

適切に反映できるように調整手当が廃止され、

新たに地域手当が導入された。これに伴い、平

成１７年度までは種地別に共通係数が算出されて

いたが、平成１８年度から地域手当の支給割合に

基づいて定める「地域手当の級地」別に共通係

数を設定することとされた。

ただし、最長平成２１年度までの間、国家公務

員の地域手当の支給割合については、従前の調

整手当の支給割合と地域手当の支給割合の差異

が段階的に縮小するよう経過措置が講じられる

ことから、それまでの間においては、当該経過

措置による支給割合を反映した「地域手当の級

地区分」別に共通係数を設定することとされた。

平成２１年度の「地域手当の級地区分」別の共

通係数は、経過措置による地域手当の支給割合

のほか、地方公務員給与実態調査結果を踏まえ

た本俸等の額に基づき、次のとおり算出されて

いる（参考に道府県分の共通係数も示す）。

ｉｉ）共通係数の一括適用

消防費・公園費・下水道費・清掃費の普通態

容補正の共通係数については、平成２１年度から

地域振興費に一括して適用することとされた。

ｉｉｉ）個別係数

一方、個別係数については地方財政計画にお

ける一般行政経費の抑制、最近の決算の状況、

地方公共団体の予算計上におけるシーリングの

状況等を勘案して、平成１８年度から３年間で一

律１０％程度の削減が行われてきた。

平成２１年度においては、上記に掲げる状況等

を踏まえつつ、対象費目を道路橋りょう費（延

長）・清掃費・地域振興費（人口）・地域振興

費（面積）とした上で、引き続き個別係数の見

直しが行われた。

個々の費目の改正点は以下のとおりである。

「消防費」において、「消防本部及び消防署を

置かなければならない市町村を定める政令」に

基づき指定された町村以外の町村等に対する行

政権能差による補正（乗率０.４）は平成１５年度を

もって廃止された。新たに、消防本部及び消防

署を置き消防活動を行っている市町村以外の市

町村に対する補正率が平成１６年度から設けられ

（乗率０.５）、年々この補正率が引き上げられてい

たが、平成２１年度にこの補正率は廃止された。

「清掃費」において、人口区分が大きいほど

１人あたり清掃費（決算値）が逓減している実

態を踏まえ、平成２１年度から、大都市において

普通態容補正係数に関する質量差に係る縮減が

行われた。

「地域振興費」において、平成２０年度にごみ

及びし尿に係る収集運搬経費が離島においては
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本土と比較して割高になっていること等を踏ま

え、離島関係経費の算定が充実されたが、平成

２１年度は、属島（役場がある島以外の島しょ）

においても本土と比較して割高になっているこ

とを踏まえ、属島関係経費の算定が充実された。

イ　経常態容補正

経常態容補正は、人口の年齢別構成等、市町

村の種地または級地と関係のない態容に基づく

行政経費の差異のうち、経常経費に係るものを

需要額に反映させるための補正である。

平成１９年度からは「頑張る地方応援プログラ

ム」の交付税措置として、「魅力ある地方」を目

指して前向きに取り組み、行政改革の実績を示

す指標や製造品出荷額などの９つの成果指標が

全国標準以上に向上した地方公共団体に対して、

その程度に応じて行う基準財政需要額の割増算

定が経常態容補正により行われているところで

ある。

また、条件不利地域への配慮として、市町村

を「指定都市・中核市・特例市」、「一般市」、

「町村」にグループ分けして成果を比較すること

を基本とするとともに、全国平均以上に歳出を

削減している過疎・離島の市町村については、

歳出削減比率を地域振興関係経費に反映する算

定において、更なる割増が行われている。

平成２１年度においても基本的な枠組みは変え

ることなく算定が行われた。主な算定方法の変

更点は、

・歳出削減比率を成果指標とする算定に係る

対象経費について、普通会計において公債

費や投資的経費を対象外としていること等

を踏まえ、公営企業等に対する繰出金のう

ち、建設費繰出及び公債費財源繰出を対象

外とされた

ことが挙げられる。

個々の費目の改正点は、以下のとおり。

ｉ）「頑張る地方応援プログラム」による交付

税措置関係

「社会福祉費」においては、少子化対策に

前向きに取り組む地方公共団体において所要

額の増加が見込まれる少子化対策に関する経

費について、出生率（変化率及び絶対値）を

成果指標として算定することとされた。

＜算式＞

｛（α＋β）／２－１｝×連乗補正係数×γ

α：成果指標（出生率の変化率）が全国平均以

上であることによる割増係数（１≦α≦２）

算式：０.４５×当該市町村の成果指標＋１.００８

成果指標：⑰～⑲出生率平均（‰）－

⑯～⑱出生率平均（‰）

β：成果指標（出生率の絶対値）が全国平均以

上であることによる割増係数（１≦β≦２）

算式：０.１１×当該市町村の成果指標－３.４９１

成果指標：出生数／修正後女性人口（年齢階層

別出生率を反映した人口）

γ：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.０３３１）

「清掃費」においては、循環型社会の構築に

前向きに取り組む地方公共団体において所要額

の増加が見込まれる廃棄物の減量化対策や分別

収集経費について、１人あたりごみ処理量（変

化率及び絶対値）を成果指標として算定するこ

ととされた。

＜算式＞

｛（α＋β）／２－１｝×連乗補正係数×γ

α：成果指標（１人あたりごみ処理量の絶対値）

が全国平均以上であることによる割増係数

（１≦α≦２）

算式：－７.７６×当該市町村の成果指標＋３.９９２

成果指標：⑱１人あたりごみ処理量

※１人あたりごみ処理量＝ごみ処理量／住基人口

β：成果指標（１人あたりごみ処理量の変化率）

が全国平均以上であることによる割増係数

（１≦β≦２）

算式：（特別区・指定都市・中核市・特例市）

－４６.５１×当該市（区）の成果指標－０.１１６

（一般市）

－２６.５７×当該市の成果指標＋０.６９４

（町村）

－１３.３３×当該町村の成果指標＋０.９５２
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成果指標：（⑱１人あたりごみ処理量－

⑮１人あたりごみ処理量）／

⑮１人あたりごみ処理量×１／３

※１人あたりごみ処理量＝ごみ処理量／住基人口

γ：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.０５１１）

「農業行政費」においては、地場産品の発

掘・ブランド化や田舎での定住促進に前向きに

取り組む地方公共団体において所要額の増加が

見込まれる経営振興やふるさと担い手育成等の

農業振興関係経費について、農業産出額を成果

指標として算出することとされた。

平成２１年度については、農林水産省の作成す

る統計資料（「生産農業所得統計」）の内容の見

直しにより、平成１９年度以降の農業産出額を把

握することができなくなったため、農林業セン

サスにある「農産物販売金額規模別農家数」を

用いて農業算出額を計算するよう算定方法が改

められた。

＜算式＞

（α－１）×連乗補正係数×γ

α算式：２.６１×当該市町村の成果指標＋１.０１

（１≦α≦２）

成果指標：（２００５農林業センサスによる農業産

出額－２０００世界農林業センサスによ

る農業産出額）／２０００世界農林業セ

ンサスによる農業産出額

農業算出額：Σ（区分帯の中間値）×区分帯ご

との農家数

γ：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.２４０２）

「商工行政費」においては、都市と農山漁村

との交流や賑わいあふれるまちづくりに前向き

に取り組む地方公共団体において所要額の増加

が見込まれる観光振興関係経費や中心市街地活

性化等の商業振興関係経費について、小売業年

間商品販売額を成果指標として算定することと

された。

＜算式＞

（α－１）×連乗補正係数×γ

α：成果指標が全国平均以上であることによる

割増係数

算式：（α１９＋α２０＋α２１）／３

α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（１≦α１９≦２）

α２０：平成２０年度の算定に用いた割増係数

（１≦α２０≦２）

α２１算式：１０.００×当該市町村の成果指標

＋０.９６２（１≦α２１≦２）

成果指標：（⑲１人あたり小売業年間商品販売額－

⑯１人あたり小売業年間商品販売額）／

⑯１人あたり小売業年間商品販売額×

１／３

※１人あたり小売業年間商品販売額＝

小売業年間商品販売額／住基人口

γ：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.５３７３）

「徴税費」においては、平成１８年度まで行革

インセンティブ算定として適用されていたもの

が、平成１９年度から「頑張る地方応援プログラ

ム」の交付税措置として適用することとされた。

単位費用で措置されている「徴税強化に要す

る経費」については、徴税強化の取組状況によ

って増減する性格であることから、その１／２

相当額について、①当該市町村の徴収率の増減

と②当該市町村の徴収率と全国平均の徴収率と

の差を成果指標として算定されている。

「地域振興費」（経常態容補正Ⅰ）において

は、平成１８年度までは行革インセンティブ算定

として旧「企画振興費（経常）」及び旧「その他

の諸費（経常・人口）」に適用されていたもの

が、平成１９年度から「頑張る地方応援プログラ

ム」の交付税措置として地域振興費（人口）に

適用することとされた。

単位費用で措置された「歳出削減に要する経

費」については、歳出削減の取組状況によって

増減する性格であることから、その１／２相当

額について、歳出削減比率を成果指標として算

定することとされた。また、行革努力による地

域振興への取組強化に伴い増加する地域振興関
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係経費について、歳出削減比率を成果指標とし

て算定することとされた。

なお、平成２１年度から、普通会計において公

債費や投資的経費を対象外としていること等を

踏まえ、公営企業等に対する繰出金のうち、建

設費繰出及び公債費財源繰出が対象外とされた。

＜算式＞

Ａ×（α×γ×０.５+β×０.５）＋Ｂ×

｛γ×（θ－１）×（δ×０.０２＋０.９８）｝

Ａ：単位費用に占める歳出削減に要する経費の

割合（９９１／１００００）

Ｂ：単位費用に占める地域振興関係経費の割合

（５４１９／１００００）

α：対象経費（人件費（退職金を除き、投資的

経費のうちの人件費を含む）、物件費、維持

補修費、補助費等（都道府県に対するもの

等を除く）及び繰出金（法（非）的公営企

業会計等への繰出金のうち建設費・公債費

を除く））に係る当該団体の削減率が、全国

平均の削減率より高い（低い）ことによる

割増（割落）係数

算式：（α１９＋α２０＋α２１）／３

α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（０≦α１９≦３）

α２０：平成２０年度の算定に用いた割増係数

（０≦α２０≦３）

α２１算式：１＋（全国平均増減率－

当該市町村増減率）（０≦α２１≦３）

増減率：（対象経費（ｎ－２）年度決算額－

（ｎ－５）年度決算額）／

（ｎ－５）年度決算額×１／３×１００

※①過去から継続的に経費削減を行っている市

町村、②平成１９年に発生した激甚災害の告示

を受けた市町村、③人口急増補正が適用され

る市町村、④平成１６年度から平成２０年度まで

に合併した市町村については、α２１による割落

の対象外となっている。

β：歳出削減の取組強化に要する経費の標準団

体一般財源の１／２相当額を基準として、

人口段階に応じて設定した額を算入するた

めの係数

γ：地域振興費の段階補正係数

θ：αと同じ。

算式（θ１９＋θ２０＋θ２１）／３

θ１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（１≦θ１９≦２）

θ２０：平成２０年度の算定に用いた割増係数

（１≦θ２０≦２）

θ２１：α２１と同じ。（１≦θ２１≦２）

※条件不利地域において行革努力を行いつつ、

地域振興を積極的に行っている市町村につ

いては、更なる割増を行うこととし、α＞

１の団体のうち次の条件を満たす市町村に

ついて、符号αの値を２倍して得た値をθ

としている。

（対象市町村）

①過疎、離島又は振興山村かつ、財政力指数

全国平均未満の市町村

②財政力指数全国平均未満かつ税収増加かつ

第一次産業就業者比率全国平均超の市町村

（①、②とも府内市町村該当なし）

δ：第一次産業就業者比率／０.０２３

※δは新型交付税導入に伴う変動額を最小限

にとどめるため経過的に適用しているもの

であり、今後、段階的に反映率を縮減する

こととされている。

「地域振興費」（経常態容補正Ⅱ）は、企業誘

致や定住促進等の地域振興に前向きに取り組む

地方公共団体において、所要額の増加が見込ま

れる地域振興関係経費について、①製造品出荷

額、②事業所数、③若年者就業率（変化率及び絶

対値）、④転入者人口を成果指標として平成１９年

度から算定することとされた。

＜算式＞

算式ア＋算式イ＋算式ウ＋算式エ

＜算式ア＞

（α－１）×段階補正係数×γ１

α：成果指標（製造品出荷額）が全国平均以上

であることによる割増係数

算式：（α１９＋α２０＋α２１）／３
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α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（１≦α１９≦２）

α２０：平成２０年度の算定に用いた割増係数

（１≦α２０≦２）

α２１算式：７.３３×当該市町村の成果指標

＋０.６３３（１≦α２１≦２）

成果指標：（⑱製造品出荷額－

⑮製造品出荷額）／

⑮製造品出荷額×１／３

γ１：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.２２５９）

＜算式イ＞

（β－１）×段階補正係数×γ２

β：成果指標（事業所数）が全国平均以上であ

ることによる割増係数

算式：（β１９＋β２０＋β２１）／３

β１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（１≦β１９≦２）

β２０：平成２０年度の算定に用いた割増係数

（１≦β２０≦２）

β２１算式：３３.６２×当該市町村の成果指標

＋１.０１０（１≦β２１≦２）

成果指標：（⑱事業所数－⑯事業所数）／

⑯事業所数×１／３

γ２：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.１６３５）

＜算式ウ＞

｛（α－１）＋（β－１）｝／２

×段階補正係数×γ３

α：成果指標（若年者就業率の変化率）が全国

平均以上であることによる割増係数

（１≦α≦２）

算式：１４２.８６×当該市町村の成果指標＋１.２７１

成果指標：（⑰若年者就業率－

⑫若年者就業率）×１／５

β：成果指標（若年者就業率の絶対値）が全国

平均以上であることによる割増係数

（１≦β≦２）

算式：１９.１２×当該市町村の成果指標－１０.０６７

成果指標：⑰若年者就業率

γ３：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.１２８３）

＜算式エ＞

（α－１）×段階補正係数×γ４

α：成果指標（転入者人口）が全国平均以上で

あることによる割増係数

算式：（α１９＋α２０＋α２１）／３

α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（１≦α１９≦２）

α２０：平成２０年度の算定に用いた割増係数

（１≦α２０≦２）

α２１算式：

（特別区・指定都市・中核市・特例市）

１.１７×当該市（区）の成果指標＋０.４９５

（一般市）

０.６４×当該市の成果指標＋１.０６７

（町村）

０.３０×当該町村の成果指標＋１.１１９

（いずれも１≦α２１≦２）

成果指標：（⑲転入者人口－⑯転入者人口）

×１／３

γ４：単位費用に占める割増対象経費の割合

（０.１４７０）

ｉｉ）その他

「林野水産行政費」の経常態容補正は、林業

及び漁業の各産業別従業者１人あたりの所要一

般財源の差を反映するための補正である。

＜算式＞

１／Ａ×（Ｂ×４.１３＋Ｃ×０.２８）

Ａ：当該市町村の林業及び漁業の就業者数

Ｂ：当該市町村の林業の就業者数

Ｃ：当該市町村の漁業の就業者数

②　段階補正

段階補正は、人口等の測定単位の増減に応じて、

単位当たりの費用が割安又は割高になることを補

正するものである。

徴税費において、地方税の電子申告システムに

関する経費については、これまで開発費及び維持

管理費ともに世帯数に比例するものとして段階補

正が行われてきたが、平成２１年度から、開発費に
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関して世帯数に比例しない固定的な経費であると

捉え、本補正係数が見直されている。

③　数値急増補正

ア　人口急増補正

人口急増補正については、人口を測定単位と

するものについて、平成１０年度から「その他の

諸費（人口・経常）」において包括的に算入され

ていたが、平成１９年度から、従来の人口急増補

正Ⅱ（投資割増）により反映していた財政需要

も含めて、各費目における増加需要額を「地域

振興費（人口）」において一括して算定してい

る。

本補正は、測定単位である人口の国勢調査時

から今年度の算定基準日である平成２１年４月１

日までの人口の増加を反映させるもので「数値

代置方式」と呼ばれている。

平成１２年度までは全国平均増加率以上の団体

が対象とされていたが、人口全体の増加率が以

前より低くなっていること等から、平成１３年度

から、住民基本台帳登載人口の増加率が人口増

加団体における平均増加率を超える団体につい

てのみ適用することとされた。今年度は、平成

１７年９月３０日から平成２１年３月３１日までの住民

基本台帳登載人口の増加率が人口増加団体にお

ける平均増加率（１.０１９）を超える市町村につい

て適用された。

○算式

人口急増補正係数－１＝（Ａ／Ｂ－１.０１９）×α

［算式の符号］

Ａ：平成２１年３月３１日現在の住民基本台帳

登載人口

Ｂ：平成１７年９月３０日現在の住民基本台帳

登載人口

α：３３.１

イ　６５歳以上人口急増補正Ⅰ

６５歳以上人口急増補正Ⅰは、６５歳以上人口

を測定単位とする「高齢者保健福祉費（６５歳以

上人口）」に適用される。その考え方は、人口急

増補正と同様「数値代置方式」であり、国勢調

査以降の６５歳以上人口の増加に伴う財政需要の

増加を基準財政需要額に反映させるための補正

である。

平成１３年度までは住民基本台帳登載６５歳以上

人口が全国平均増加率を超える団体について対

象とされていたが、平成１４年度から同人口の増

加団体における平均増加率（平成２１年度につい

ては１.０９８）を超える市町村に適用することと

された。

なお、この補正は、「高齢者保健福祉費」が創

設された平成６年度から適用されているが、当

時は算定年度の４月１日の数値を用いて算定し

ていた密度補正が適用される経費が、当該費目

の需要額に占める割合が低かったため、単位費

用全体に乗じられてきた経緯がある。しかしな

がら、近年、密度補正経費の割合が急増してい

ることから、平成１６年度から急増補正の割増対

象は密度補正が適用されない単位費用部分に限

定されており、平成２１年度においては０.４１８（昨

年度０.４２９）を乗じて算出された。

○算式

６５歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１＝

（Ａ／Ｂ－１.０９８）×０.４１８

［算式の符号］

Ａ：平成２１年３月３１日現在の６５歳以上の住民基

本台帳登載人口

Ｂ：平成１８年３月３１日現在の６５歳以上の住民基

本台帳登載人口

標準団体一般財源（１,６９７,８５３千円）－急増補正対象外経費（９８７,８８７千円）
０.４１８：―――――――――――――――――

標準団体一般財源（１,６９７,８５３千円）

ウ　７５歳以上人口急増補正Ⅰ

７５歳以上人口急増補正Ⅰは、７５歳以上人口

を測定単位とする「高齢者保健福祉費（７５歳以

上人口）」に適用される。その考え方は、人口急

増補正と同様「数値代置方式」であり、国勢調

査以降の７５歳以上人口の増加に伴う財政需要の

増加を基準財政需要額に反映させるための補正

である。

この急増補正については、平成１８年３月３１日

から平成２１年３月３１日までの７５歳以上人口の増

加団体の平均増加率（１.１３０）を超える市町村
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について適用されている。

○算式

７５歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１＝Ａ／Ｂ－１.１３０

［算式の符号］

Ａ：平成２１年３月３１日現在の７５歳以上の住民

基本台帳登載人口

Ｂ：平成１８年３月３１日現在の７５歳以上の住民

基本台帳登載人口

④　数値急減補正

ア　人口急減補正

人口急減補正については、人口を測定単位と

する経費に適用され、平成１９年度から人口急増

補正と同様に、「地域振興費（人口）」において

包括的に算入されている。

本補正は、人口の急減する市町村が、人口変

動の少ない同規模の市町村に比べて、人口１人

あたりの単価が割高となるため、減少人口の一

定割合を復元させるためのものである。

これは、人口が急減する市町村では、人口減

少に応じて直ちに経費の削減を図ることは困難

であり、測定単位の減少に即応して基準財政需

要額が減少すると財政運営に支障を来す恐れが

あることから、激変緩和措置として設けられて

いるものである。

平成１２年から平成１７年までの国勢調査人口の

減少を基礎とした算式となっており、平成２１年

度における復元率は３０％（平成２０年度は５０％）

とされている。

なお、対象は平成２０年度と同様、人口減少団体

の平均減少率（１.０２８）を超える団体とされた。

○算式

人口急減補正係数－１＝

（Ｂ／Ａ－１.０２８）×２７.４×α

［算式の符号］

Ａ：平成１７年国勢調査人口

Ｂ：平成１２年国勢調査人口

α：０.３

イ　学級数・学校数急減補正

学級数・学校数急減補正は、測定単位である

「学級数・学校数」の急激な減少に伴う需要額の

激変緩和措置として適用される。学級数につい

ては、具体的には算定年度の前年から３年前ま

での各年度の数をいずれも下回る団体について、

前年の減少分の９０％、２年前の減少分の６０％、

３年前の減少分の３０％がそれぞれ復元されるも

のである。

学校数については、平成１９年度から、小・中

学校の統廃合に要する経費を学校の減少数を指

標として算定することとして、学校数急減補正

の適用期間を３年から５年（平成１９年度は経過

措置として４年）に延長し、学校数の減少後２

年間（平成１９年度は経過措置として１年間）は、

従来の学校数により、学校の統廃合がなかった

場合と算定額を同額にすることとされた。

○算式

学級数急減補正係数－１＝

１／Ａ×｛（Ｂ－Ａ）×０.９＋（Ｃ－Ｂ）×０.６

＋（Ｄ－Ｃ）×０.３｝

（注）（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、又は（Ｄ－Ｃ）が負数とな

るときは、それぞれ０とする。

（注）Ａの数値がＢ、Ｃ、Ｄのいずれの数値以上となる

ときは（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－Ｃ）は０とす

る。

［算式の符号］

Ａ：測定単位の数値（学級数）

Ｂ：平成２０年５月１日現在の測定単位の数値

（学級数）

Ｃ：平成１９年５月１日現在の　　　〃

Ｄ：平成１８年５月１日現在の　　　〃

学校数急減補正係数－１＝

１／Ａ×｛（Ｂ－Ａ）×１.０＋（Ｃ－Ｂ）×１.０

＋（Ｄ－Ｃ）×０.９＋（Ｅ－Ｄ）×０.６＋（Ｆ－Ｅ）×０.３｝

（注）（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－Ｃ）、（Ｅ－Ｄ）又は

（Ｆ－Ｅ）が負数となるときは、それぞれ０とする。

（注）Ａの数値がＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦのいずれの数値

以上となるときは（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－

Ｃ）、（Ｅ－Ｄ）及び（Ｆ－Ｅ）は０とする。
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［算式の符号］

Ａ：測定単位の数値（学校数）

Ｂ：平成２０年５月１日現在の測定単位の数値

（学校数）

Ｃ：平成１９年５月１日現在の　　　〃

Ｄ：平成１８年５月１日現在の　　　〃

Ｅ：平成１７年５月１日現在の　　　〃

Ｆ：平成１６年５月１日現在の　　　〃

ウ　農家数急減補正

農家数急減補正は、測定単位である「農家数」

の置き換えに伴う「農業行政費」の激変緩和措

置として適用されるものであり、平成１８年度か

らは、農林業センサスの更新に伴い、２０００年世

界農林業センサスによる農家数と２００５年農林業

センサスによる農家数を比較し、その間の減少

数の一定割合が復元されることとなった。その

復元率は３０％（平成２０年度は５０％）である。激

変緩和の性格上、年次進行により順次逓減され

ることになる。

○算式

農家数急減補正係数－１＝｛（Ｂ－Ａ）／Ａ｝×０.３

［算式の符号］

Ａ：２００５年農林業センサスによる農家数

Ｂ：２０００年世界農林業センサスによる農家数

エ　従業者数急減補正

従業者数急減補正は、測定単位である「林業

及び水産業の従業者数」の置き換えに伴う「林

野水産行政費」における激変緩和措置として適

用されるものである。平成１２年国勢調査による

従業者数と平成１７年国勢調査による従業者数を

比較し、その間の減少数の一定割合を復元する

こととされている。平成２１年度の復元率は４０％

（平成２０年度は６０％）である。

○算式

従業者数急減補正係数－１＝

１／Ａ｛（Ｅ／Ｂ－１.５６４）×Ｂ×４.１３

＋（Ｆ／Ｃ－１.１９６）×Ｃ×０.２８｝×０.４

［算式の符号］

Ａ：平成１７年国勢調査による「林業及び漁業の

就業者数」

Ｂ：平成１７年国勢調査による「林業の就業者数」

Ｃ：平成１７年国勢調査による「漁業の就業者数」

Ｅ：平成１２年国勢調査による「林業の就業者数」

Ｆ：平成１２年国勢調査による「漁業の就業者数」

〔数値急増・急減補正による今年度の府内の増

加需要額は第８表のとおりである。〕

⑤　密度補正

今年度の密度補正単価は第９表のとおりで、主

な改正点は次のとおりである。

ア　下水道費

維持管理経費の実態を反映させるため、排水

人口・排水面積・処理施設の種類による密度補
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公共下水道に対する各施設の維持管理経費比率

第８表　数値急増・急減補正による増加需要額（府内市町村）
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正が適用されているが（下表参照）、今年度も実

態を勘案し、排水人口あたり単価と排水面積あ

たり単価、公共下水道に対する各施設の維持管

理経費比率が見直された。なお、排水人口で算

入される需要額と排水面積で算入される需要額

の比率は、昨年度と同様０.５０：０.５０とされた。

イ　小・中学校費

密度補正Ⅰにおいて、遠距離通学児童・生徒

のための通学対策として市町村が実施する、ス

クールバス・ボートの維持管理費単価が改定さ

れた。

ウ　その他の教育費

市町村が設置する大学、短期大学及び高等専

門学校の運営に要する経費の割増算入について、

学生１人あたりの単価が改定された。

また、市町村立特別支援学校の運営に要する

経費を措置する部分について、生徒数等１人あ

たりの単価が改定されるとともに、私立幼稚園

に係る単価が改定された。

エ　生活保護費

生活扶助基準の改定等に伴い、被生活保護者

１人あたり単価（一般財源・年額）、各種扶助間

の単価差率及び各種扶助人員の推計伸率につい

て改定された。医療扶助及び介護扶助に係る単

価差率については、生活保護費の決算額と普通

交付税の算定額を比較したところ、算定額が実

績を下回り過小算定となっていたことから、前

年度に引き続き実態に沿った見直しが行われた。

オ　社会福祉費

保育所運営費に係る児童１人あたりの単価に

ついて改定された。

障害者福祉サービスに関しては、統計データ

の整備に伴い、新たに新体系サービスのうち居

住系サービス（共同生活介護（ケアホーム）及

び共同生活援助（グループホーム））の利用者に

ついても密度補正の対象とすることとされた。

カ　保健衛生費

密度補正Ⅰについては、公立病院の１病床あ

たり単価の引き上げ及び救急告示病院に係る救

急病床数に応じた空床補償経費・医師や看護師

等のための待機手当等の措置について、改定が

行なわれた。

密度補正Ⅱにおける財政安定化支援事業につ

いては、繰出し対象経費の見直しに伴い、算式

が改められた。（第１０表・第１１表）

キ　高齢者保健福祉費

養護老人ホーム等保護費に係る密度補正につ

いては、養護老人ホーム被措置者１人あたり単
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第１０表　国民健康保険に係る経費の普通交付税算入状況
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価は昨年度と同額の２,１７１,０００円とされた。

また、介護給付費負担額に係る密度補正につ

いて、居宅介護サービス受給者（地域密着型サー

ビス受給者を含む）１人あたり単価は１６８,９００円

（昨年度１６９,７００円）、施設介護サービス受給者１

人あたり単価は４３６,９００円（昨年度４２１,７００円）

に改定された。

ク　清掃費

観光地の財政需要を反映するため入湯客数に

よる補正を適用しており、平成２１年度は１人あ

たり単価が５,６５０円（昨年度５,７６０円）とされた。

⑥　投資補正

投資補正は、測定単位の多寡等により投資的経

費の割り増しを行うものである。

改正点の主なものは、以下のとおりである。

ア　道路橋りょう費

平成２１年度では、投資補正の各指標に係る乗

率が第１２表のとおり改定されている。

また、平成２０年度まで、投資補正Ⅰの中で土

地価格比率の高い市町村を割り増す補正が行わ

れていたが、土地価格比率がバブル期以降長期

低下傾向にあること等を踏まえ、算定の簡素化

の観点から平成２１年度では廃止された。

さらに、平成２０年度まで、投資補正Ⅱとして

交通安全対策特別交付金見合いの需要額と当該

交付金収入額とを調整する補正が行われていた

が、補正を廃止した場合の影響額が大きくない

こと等を踏まえ、平成２１年度では廃止された。

イ　都市計画費

可住地土地価格比率による割り増しを行って

いた投資補正が、土地価格比率がバブル期以降

長期低下傾向にあること等を踏まえ、算定の簡

素化の観点から平成２１年度に廃止された。

ウ　公園費

土地価格比率による割り増しを行っていた投

資補正が、土地価格比率がバブル期以降長期低

下傾向にあること等を踏まえ、算定の簡素化の

観点から平成２１年度に廃止された。

エ　下水道費

高資本費対策に必要な経費を措置するため、

地方公営企業繰出基準による公費負担額の一部

が算入されている。

算定対象資本費単価が４１円／ｍ３以上、使用

料が１５０円／ｍ３以上の下水道事業について、算

定対象資本費単価（その額に応じた乗率を乗じ

て得た額）、有収水量及び使用料単価による割落

率を乗じて得た額が、供用開始後２５年までは

０.４５、２６年から３０年までは０.０９の算入率によ

り算入されている。

オ　地域振興費

航空機燃料譲与税や事業所税見合いの財政需

要等を算入するものであり、人口や空港関係市

町村の世帯数等を用いて補正係数を算出するこ

ととされている。
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第１２表　道路橋りょう費　投資補正係数
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なお、地域振興費（面積）の投資補正におい

て、人口集中地区面積の割合に基づく割り増し

を行うこととされていたが、補正を廃止した場

合の影響額が大きくないこと等を踏まえ、算定

の簡素化を進める観点から、割増係数が平成２１

年度に廃止された。

⑦　事業費補正

事業費補正とは、公共事業の地方負担額や地方債

の元利償還金等を用いて、実際の投資的経費に係る

財政需要を交付税算定に反映させる補正である。

事業費補正については、「基本方針２００５」にお

いて「基準財政需要額に対する地方債元利償還金

の後年度算入措置を各事業の性格に応じて見直す」

とされたことを踏まえ、これまで道府県分を中心

に見直しが進められてきたが、平成１９年度からは

市町村分の事業費補正の見直しに着手している。

平成２０年度においては、臨時高等学校整備事業債

について、平成２０年度に同意又は許可を得て発行

するものから事業費補正の適用を廃止することと

された（算定上の反映は平成２１年度から）。

算入率については第１３表に示している。

⑧　種別補正

種別補正は、測定単位のうちに種別があり、そ

の種別ごとに単位当たりの費用に差があるものに

ついて、その費用の差に応じて測定単位の補正を

行うものである。

ア　道路橋りょう費（面積）

国府県道に係る種別補正係数の区分が次のと

おり改正された。

イ　高等学校費

単位費用の改定等に伴い、教職員数を測定単位

とするもの及び生徒数を測定単位とするものにつ

いて、種別補正係数が次のとおり改定された。
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第１３表　事業費補正算入率の一覧表
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ウ　公債費

公債費については、年次進行に伴う理論償還

額の変動を反映するよう各年度同意等債の種別

補正係数が変更されている。なお、地方財政法

第３３条の９に規定する繰上償還（公的資金補償

金免除繰上償還）を行った場合は、借換債の発

行の有無にかかわらず、繰上償還前の償還表に

より台帳を整備し、測定単位の数値を把握する

こととされた。

ｉ）補正予算債償還費

平成１０年度以前許可債については、大きな変

更はない。

平成１１年度以降同意等債に係るものについて

は、市場公募団体における平成１１年度許可債の

理論償還費を基礎として、種別補正係数が次の

とおり改定された。

なお、基準財政需要額には、平成１１年度及び

平成１２年度許可債に係る元利償還金については

８０％を算入し、平成１３年度以後の同意等債に係

る元利償還金については、各々の年度当初にお

ける地方負担額に係る算入率に応じて算入する

こととされている。
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ｉｉ）地方税減収補てん債償還費

平成３年度許可債の市場公募団体の理論償還

費を基礎として、種別補正係数が次のとおり改

定された。

ｉｉｉ）臨時財政特例債償還費

昭和６３年度許可債の理論償還費を基礎として、

種別補正係数が次のとおりとされた。

ｉｖ）財源対策債償還費

平成６年度許可債の市場公募団体の償還費を

基礎として、種別補正係数が次のとおり改定さ

れた。
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ｖ）減税補てん債償還費

平成１０年度許可債の市場公募団体の償還費を

基礎として、種別補正係数が次のとおり改定さ

れた。

ｖｉ）臨時財政対策債償還費

平成１３年度許可債の市場公募団体の償還費を

基礎として、種別補正係数が次のとおり改定さ

れた。
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ｖｉｉ）包括算定経費（面積）

土地利用形態コスト差を反映するため、宅地

の面積を基礎として、平成１９年度から種別補正

が適用された。

（４）臨時財政対策債

臨時財政対策債の発行可能額は、昨年度と同様、

臨時財政対策債発行可能額を算定するための「単価」

を設けた上で、これに「各地方公共団体の人口」及

び「補正係数」を乗じることで算定されている。

なお、臨時財政対策債発行可能額の算出に用いる

補正係数については、平成２１年度も平成１８年度、平

成１９年度及び平成２０年度の臨時財政対策債発行可能

額の算出に用いた補正係数と同一の率とされた。

算式は、以下のとおりである。

算式＝Ａ×Ｂ×α×Ｃ

Ａ：人口

Ｂ：平成１８年度、平成１９年度及び平成２０年度の補

正係数と同一の率

Ｃ：単価（１１,８４４円）

α：総額に合わせ付けるための率（調整率）

０.９９９３５２７

２　基準財政収入額

基準財政収入額の算定については、平成２１年度地

方財政計画における収入見込額等を基礎として、地

方税法の改正等に伴う算定方法の改正並びに年次進

行に伴う基礎数値の置き換え等によって行われた。

算定方法の主な改正点は次のとおりである。

① これまで、個人住民税の所得割の算定にあた

っては、市町村により所得税の納税義務のない

者の把握方法が異なることを考慮して、あるべ

き納税義務者数として理論納税義務者数という

概念が用いられてきた。しかし、現在は、所得

割の納税義務者数を把握する手法の統一化等が

進んでいることから、今年度より市町村の直近

の実績値である前年度の課税状況調における実

際の納税義務者数が用いられることとなり、よ

り実態に即した算定方法とする見直しを行うこ

ととされた。

② 平成２１年度税制改正における環境性能に優れ

た自動車の取得に係る負担を時限的に免除・軽

減するための自動車取得税の減免措置が導入さ

れたことに伴い市町村の自動車取得税交付金の

減収の一部を補てんするため交付することとさ

れた減収補てん特例交付金について、基準財政

収入額に７５％算入することとされた。

（１）市町村民税所得割

市町村民税所得割の基準税額は、いわゆる一般所

得課税分、退職所得分離課税分及び分離譲渡所得課

税分にそれぞれ区分して算定することとされている。

一般所得課税分に係る納税義務者１人当たりの単

位税額については、１３２,２００円とされたところであ

る。昨年は１３２,５００円であったので０.２％（３００円）

の減となっている。

各市町村の補正率の基礎数値となる単位税額は、

前年度の課税状況調を基礎に算出することとされて

おり、その実績は第１４表のとおりである。そして、

各市町村の単位税額補正率は、当該市町村の単位税

額をそれぞれ全国平均の単位税額（１２９,１７６円）で

除することにより算出される。

なお、平成１９年度以降の当分の間の措置として、

税源移譲に伴う財政力格差が拡大しないよう個人住
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民税のうち所得税からの税源移譲に伴う影響額を基

準財政収入額に１００％算入することとされた。具体

的には、税源移譲後の個人住民税所得割の収入見込

額の７５％相当額に、税源移譲に伴う影響額の２５％相

当額を加算した額とされている。

また、平成２０年度に引き続き、住宅借入金等特別

税額控除見込額を算定に反映することとされている。

（２）市町村民税法人税割

市町村民税法人税割の推計基準税額の算定につい

ては、前年度（４月～３月）の調定実績に推計伸率

を乗じて算出する方法により算定されている。

この推計伸率は、平成２０年度地方財政計画におけ

る法人税割の収入見込額を基礎として各団体の税収

実績等が勘案された結果、府内市町村一律０.７９とさ

れた。

推計伸率及び精算方法の推移については第１５表の

とおりである。精算方法については、２０年度分は

１／３、１９年度分は当該未精算額の１／２、１８年度

分は当該未精算額の残り全額を精算することとされ

た。

また、府内市町村の基準税額等については、第１６

表のとおりである。

なお、平成２１年１１月末現在の府内市町村の調定見

込額を見ると、ほとんどの市町村で企業収益の大幅

な減少が影響し、前年比で４７.２％の減となっている。
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来年度の普通交付税の予算見積りに際しては、地方

財政計画のほか、大企業、その他地元企業の決算の

状況、今後の景気動向などを見極めつつ、また精算

額にも十分に配慮する必要がある。

（３）固定資産税

固定資産税の基準税額は、土地、家屋及び償却資

産に係るものの合計額である。なお、固定資産税の

土地及び家屋の基準税額の算定に関して用いている

単位当たり平均価格については、概要調書報告書に

記載されるべき平成２１年度分の単位当たり平均価格

を用いることとされている。

（４）利子割交付金

前年度の交付実績額に乗ずる推計伸率は、地方財

政計画等を勘案して１.５３７とされた。

精算方法については、平成２０年度分は１／３、１９

年度分は当該未精算額の１／２、１８年度分は当該未

精算額の残り全額を精算することとされた。

また、府内の基準額等については第１７表のとおり

である。

（５）配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金

前年度の交付実績額に乗ずる推計伸率は、地方財

政計画等を勘案して配当割交付金が１.９４５、株式等

譲渡所得割交付金が１.００７とされた。

（６）減収補てん特例交付金（自動車取得税交付金分）

平成２１年度税制改正において環境性能に優れた自

動車の取得に係る負担を時限的に免除・軽減するた

めの自動車取得税の減免措置が導入されたことに伴

い市町村の自動車取得税交付金の減収の一部を補て

んするため、普通交付税の交付・不交付にかかわら

ず、「自動車取得税交付金の減収に伴う地方特例交付

金」を交付することとされた。

なお、平成２１年度から２３年度までの各年度の交付

額を５００億円とし、各市町村の自動車取得税交付金

の減収見込額※で按分して算定される。

※平成２０年度において時限的軽減措置を適用した場合の各

都道府県における自動車取得税の減収見込額に、平成

２１年度の自動車取得税交付金の交付基準を用いて算出し

た減収見込額。

地方分権改革については、これまで４次にわたり

地方分権改革推進委員会によって勧告がなされた。

さらに、平成２１年１１月には、地域のことは地域に住

む住民が決める「地域主権」を早期に確立する観点

から、「地域主権」に資する改革に関する施策を検討

し、実施するとともに、地方分権改革推進委員会に

よってなされた勧告を踏まえた施策を実施するため、

内閣府に「地域主権戦略会議」が設置された。また、

真の地域主権国家を築くために行政刷新会議が設置

され、地方にできることは地方に委ねるなど、国と

地方がそれぞれの担う役割に見合った形へと税財源

の配分を見直すこととされた。

平成２２年度の地方財政対策においては、「地域主権

改革」の第一歩として、地方が自由に使える財源を

増やし、地方公共団体が地方のニーズに適切に応え

られるようにするため、地方の自主財源の充実・強

化を図ることとし、地方交付税総額が平成２１年度に

比べて１兆７３３億円増額確保された。これと併せて地

域のニーズに適切に応えられるよう、当面の地方単

独事業等の実施に必要な歳出の特別枠として「地域

活性化・雇用等臨時特例費（９,８５０億円）」が創設さ

れた。一方で、個人所得の大幅な減少や企業収益の

急激な悪化等により、地方交付税の原資である国税

５税の法定率分等は７兆４,５３６億円しかなく、交付税

総額の半分以下となっている。こうした大幅な税収

減の影響を受け、財源不足額が過去最大の規模に拡

大し、その補てんに要する臨時財政対策債も大幅増

となった。

そのような中、総務省の平成２２年度地方交付税の

概算要求においては、法定率の引き上げが盛り込ま

れたところであるが、国税において法人税が激減す

るといった異常な状況下といったこともあり、法定

率改定の議論は先送りされた。引き続き、国の動き

を注視する必要がある。

また、地方公共団体の自主的・主体的な財政運営

を図る観点から、平成２２年度以降の新規事業に係る

地方債の元利償還金については、原則、事業費補正

方式による基準財政需要額への算入を廃止し、単位

Ⅴ おわりに
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費用により措置する方式に振り替えられることとな

っている。

このような地方交付税制度の見直しだけでなく、

今後は暫定税率廃止による新たな税財源確保の問題

や、地方交付税と「ひも付き補助金」の一括交付金

化との調整など、地方税財政を取り巻く環境は大き

く変化する可能性が高いと予想される。このような

ときだからこそ、地方にはより一層、自らの置かれ

た現状や今後の動向に留意する必要があり、その上

で各課題に適切に対処しうる自律性が求められる。

地方分権改革が進めば、市町村の役割は今以上に

重要になり、また、責任の範囲は大きくなる。すな

わち、地方の自主性、自律性が確保されることに伴

い、自らの判断と責任に基づいて、限られた財源の

中で、住民ニーズに迅速、的確に対応したサービス、

活力と特色のある地域づくりなどの行政運営をしな

がら、健全な財政運営にも努めなければならないの

である。各市町村における事業選択や財政運営にお

ける判断はますます重要性を増していると言えよう。
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